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今 週 の 専 門 用 語

組合契約（の評価）

利用価値が著しく低下している宅地の評価
　①付近にある宅地に比べて著しく高低差のある宅地、②地盤に甚だしい凹凸のある
宅地、③震動の甚だしい宅地、④①～③以外の宅地で、騒音、日照阻害、臭気、忌み
等により、その取引金額に影響を受けると認められる場合には、その宅地についての
利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下して
いると認められる部分の面積に対応する価額に10％を乗じて計算した金額を控除し
た価額によって評価できるとされている（国税庁タックスアンサーNo.4617参照）。

事後処理（行政指導・調査）
　「調査」に該当しない行為（調査手続通達1－2）となる申告書に計算誤り・記載
漏れ等がある場合の自発的な見直し要請（確認依頼）・修正申告書の提出要請、添付
書類の未提出者に対する提出要請等を個人課税部門では「事後処理（行政指導）」と
して実施している。一方、事後処理（調査）は、行政指導による自発的な見直しが行
われない場合に実施するもの。更正決定等を目的とする実地調査以外の調査として、
修正申告等の勧奨、添付書類の提出督促などが行われる。

　本件では、被相続人名義の登記がされた本件米国不動産を被相続人の所有であった
ものとして相続税の更正処分を受けているが、控訴人（納税者）らは、「本件被相続
人の本件米国不動産に係る相続財産は、本件被相続人が死亡によって本件組合から脱
退したことに基づく本件組合に対する本件被相続人の持分払戻請求権として観念され
る。」として、この持分払戻請求権の評価を行った。具体的には、個々の米国不動産
の評価額に控訴人らの主張する持分割合を乗じたものの合計額から算出されている。
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◆令和2年も残りわずか。本誌も年内最終号となった。コ
ロナ禍の中、無事に週刊誌を発刊し続けられたことへの感
謝と安堵の念に堪えない。◆それにしても想定外の1年で
あった。オリンピックが延期になったことをはじめ、リ
モートワークの普及によって満員だった通勤電車はいまだ

に空席が目立つ。◆巨額の財政出動とともに、令和３年度税制改正
でもコロナ禍に対応した優遇措置が多数盛り込まれたが、東日本大
震災後の復興特別所得税のように、いずれその穴埋めをするための
増税が検討されることになるかもしれない。将来に禍根を残さないた
めにも、コロナ禍が収束する新年となることを心より祈る。 （SP）
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